
50 

第 4 章 パウロの信仰義認論と洗礼理解 

 

J.A.フィッツマイヤーは、洗礼はパウロ以前の原始教団においてすでに行われてきたが、

パウロはその意義を発展させたのだと指摘し、パウロの信仰観は、彼の洗礼理解と結びつ

けて考えてこそ正しく把握できるのだと言う1。第 4 章では、おもにローマ書を読みながら、

パウロの洗礼理解を探っていきたい。筆者が注目しているのは、ユダヤ教の律法とパウロ

が理解した洗礼との性質的連続性である。パウロは律法を全面的に否定したのではなく、

律法の長所を洗礼として受け継いだのだ。その律法の長所とは、それが神秘体験のような

内面的な事柄よりも、規則をきちんと守っているかどうかという外面的な事柄が大事にさ

れるという一面である。この面において律法は霊的エリートにも霊的弱者にも等しく開か

れているということができ、パウロが注目したのは律法のこの面なのだ。ユダヤ教におけ

る「律法の実現の中に信仰が含まれている」（K.ワルケンホースト）2という発想こそ、パウ

ロがスピリチュアル・ディバイド克服に転用していった要素であり、パウロにおいては信

仰は洗礼の中にある。このような観点からローマ書における信仰義認論を見直してみたい。 

 

4.1. なぜルターはサクラメントを残したのか 

 宗教改革を成し遂げたマルチン・ルターはパウロが主にローマ書で展開しているいわゆ

る信仰義認論を、「ただ信仰のみによる（sola fide）義認」と理解した。これを神からの視

点で表現すれば「恵みのみ（sola gratia）」ということになり、結局はカトリック教会の理

解とさして違いはないだろう3。むしろ「信仰のみ」が言われるとき問題となるのは、「信仰

とは何ですか」という霊的弱者の素朴な質問にどのように答えられるかという点なのであ

る。本章の結論から言うと、それは洗礼を受けるという客観的な行為のことである。だか

ら先ほどの質問に対する答えは「教会に行って洗礼を受けることが信仰です」と明解に答

えられることになる。パウロ自身がそのように考えていたのだということはこれから論証

していくが、ルターにしても同じであろう。ルターはカトリック教会を批判しつつ大半の

秘跡を廃したが、洗礼の秘跡およびそれと不可分であるところの聖体の秘跡はしっかりと

残したのである。宗教的天才ルターが、自らの魂の救いの問題を必死に見つめながらロー

 
1  Joseph A.Fitzmyer, Pauline Theology (The New Jerome Biblical Commentary, vol.2, 

Prentice Hall,New Jersey,1990,pp.1382-1416),p.1408. 
2  K・ワルケンホースト「信仰と心の割礼 ロマ書の解釈 1-4 章」（1978 年、中央出版社）、

118 頁。 
3 トレント公会議の「義化についての教令」では、義化のためには神の先行的な恵みこそ第

一のものであると言われている。ただし、人間も神の恩恵に協働することができるとする

（出村彰『総説キリスト教史 2 宗教改革篇』［荒井献・出村彰監修、日本キリスト教団出版

局、2006 年］、40-42 頁参照）。なお、1999 年にはカトリックとルーテルの両教会が「義認

の教理に関する共同宣言」に調印し、義認の教理の基本的諸原理における合意が両教会の

間に存在することが確認された（ルーテル／ローマ・カトリック共同委員会訳『義認の教

理に関する共同宣言』［教文館、2004 年］参照）。 
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マ書を読み込んだ結果が、それだった。「あまねく一切の救い」こそ神の御心であることを

信じれば、信仰と洗礼は当然のこととして結びつけられることになる。パウロもルターも

一部の霊的エリートのみが救われるという考え方が神の御心であるなどとはとうてい信じ

られなかったはずである。 

 なぜルターは「信仰のみ」を言いつつも、洗礼と聖餐という「形式」を残したのであろ

うか。赤木善光は「洗礼や聖餐はキリスト教の物質化であり堕落である」というような心

霊主義者や精神主義者たちがしばしば主張するような考え方をルターが否定しているのだ

と言う。赤木によると、霊感というものを信用しなかったルターは信仰における「外的な

ものの先行」を重視した。「自分の中には、また自分の心の中には、確実さはない。自分の

心、否、自分自身をいかに深く分析しても、そこから救いの確実さは出てこない。確実さ

は、もしそれがあるとすれば、それは自分の外にある。救いの確かさ、あるいは確実な救

いは、外から来る。外から与えられるほかない」4と考えたルターは教会、聖書、説教、サ

クラメント、悔い改めにおける赦罪宣言、物素（水やパンやぶどう酒など）等、自分でな

いもの、自分自身にならないものの先行を重視したというのである。「水、パン、ぶどう酒

は物質です。物質である故に、自分の外にあるもので、絶対に自分自身にならないもので

す。神はこのように自分自身にならない、外にあるものを通して、救いを与えたもう。こ

れがルターの救いの論理でした」5。つまり、ルターによれば外的なものの先行しない信仰

では、内的信仰そのものが行為化してしまい、それは結局「行為義認」主義であって「信

仰義認」ではないという論理である。 

 

4.2.「信仰のみ」ならば「サクラメント不要」となるのか 

このようにルターは洗礼や聖餐を認めている。結果的に見てルターのこの考え方は霊的

弱者救済の思想に通じている。「信仰のみ」であるから「サクラメントなど要らない」とい

う無教会主義者たちの論理はわかりやすく明快で合理的である6。しかし、わたしたちはす

でに第 1 章で「明快で合理的」な思想はしばしば霊的エリート主義に傾き、霊的弱者排除

という危険に陥ることを一瞥してきた。「信仰のみ」だから「サクラメント不要」というこ

とになると、神から直接与えられる霊的内面性だけが重要なのだということになるわけで、

このような「信仰」には霊的内面的体験に与れない霊的弱者の入っていく余地が無いので

ある。ルターが「外的なものの先行」を言い、「信仰のみ」と言いながらも洗礼や聖餐を認

めたことは、パウロの霊的弱者救済、霊的エリート主義排除の流れに見事に通じている。

なお、赤木は著作の中で、「プロテスタント教会は一方では信仰のみによる救いを説きなが

ら、他方ではサクラメントを実施している。いったいこれはどのような理由によるのか。

 
4  赤木善光『なぜ未受洗者の陪餐は許されないのか 神の恵みの手段としての洗礼と聖餐』

（教文館、2008 年）、54 頁。 
5 同上、56 頁。 
6 矢内原忠雄『無教会主義キリスト教論』（岩波書店、1982 年）、187-188 頁参照。 
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ルターは矛盾したことを、全く内心に抵抗なく主張したのか。」7と自問しているが、「“信仰

のみ”であるが“サクラメントが不可欠”」というルターの表現は、まさに典型的な「宗教

的実存の言語」なのであり、それは「“信仰のみ”だから“サクラメントは不要”」という

「形式論理の言葉」の限界を超えたところに成り立つものである。宗教的実存の言語と形

式論理の言語については、本論文第 7 章において三位一体論的緊張関係を考察する際に詳

述したい。ただここでは、霊感こそ信仰の土台であり源泉であるとして、ルターと異なり

サクラメントを軽視したツヴィングリに対する、「自己充足的信仰」だとのニーゼルからの

批判があることを指摘しておく8。ツヴィングリの「信仰のみ」とは「内的霊感のみ」に等

しく、だから当然「サクラメントは不要」ということになる。しかしここには自分の内面

的霊感に対する絶対的信頼があるのみであり、ルターのように外的なもの、自分ではない

ものを先行させるという意味での「信仰」が足りないことになる。これが「自己充足的信

仰」だと批判される理由であろう。しかし、本論文の主旨から言ってむしろ批判すべきな

のは「内的霊感のみ」だから「サクラメント不要」というのは排他的霊的エリート主義に

ほかならず、霊的弱者の救済が等閑に付されているということである。この点、結果的に

サクラメントを残し、霊的弱者も等しく救済される機を残したルターは評価されるべきで

あろう。 

 

4.3. ローマ書の信仰義認論 

ローマ書の「福音には、神の義が啓示されていますが、それは、初めから終わりまで信

仰を通して実現される」（1:17）という箇所はルターの福音新発見に大きなきっかけをもた

らした聖句であるが9、信仰義認論はローマ書において中心的テーマの一つとして展開され

ていく。ボルンカムはそのような信仰義認の教説こそがローマ書のみならず全パウロ神学

において支配的位置を占めるのだとする。もちろんパウロ書簡には義認論以外の重要なテ

ーマも述べられてはいるのだが、それらは「義認論とのこの上もなく密接な関連において

理解し、義認論に関係づける場合にのみ、正しく理解される」10という。パウロは「この教

説（信仰義認論：筆者注）によって諸国民の使徒となり、キリスト教のユダヤ教からの分

離をもたらしたばかりではなく、ユダヤ人と異邦人とから成る教会の一致を始めて本格的

に神学的に基礎付けた」11のである。しかし、信仰義認論がパウロ神学の中心だと言うなら

解決されなければならない問題があろう。一つはボルンカムも指摘しているように、パウ

ロが律法、義、義認という範疇で思惟していること自体がユダヤ教の立場への固執から解

放されていないことを意味しており、それが普遍宗教たるべきキリスト教という観点から

みて問題ではないかということである。もう一つは、こちらのほうが本論文の主題にとっ

 
7 『なぜ未受洗者の陪餐は許されないのか 神の恵みの手段としての洗礼と聖餐』、21 頁。 
8  同上、62 頁。 
9 『総説キリスト教史 2 宗教改革篇』、38-44 頁参照。 
10 ボルンカム『パウロ―その生涯と使信』（佐竹明訳、新教出版社、1970 年）、185 頁。 
11 同上、184 頁。 
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てより重要なのであるが、「信仰によって義とされる」ということが霊的弱者にとって理解

困難なことであるという信仰義認論そのものが孕んでる大問題である。この二つの問題は

実は密接不可分のものである。すなわち、ある点でパウロの立場はユダヤ教に固執してい

ると言わざるを得ないが、結果的にそれが霊的弱者救済につながっているからである。 

 

4.4. パウロにおける律法尊重 

 まず、パウロが信仰義認論を展開すること自体がユダヤ教の律法、義、義認という思惟

の範疇から抜け切れていないからパウロの神学は普遍的たりえないのではないかという点

について見ていきたい。 

じっさいにパウロは異邦人の使徒になったからといって、またいくら信仰のみによる義

認を唱えたからといって、決してユダヤ教や律法を否定しようとしてはいない。「彼らはイ

スラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、律法、礼拝、約束は彼らのもので

す。」（ローマ 9:4）そして「肉によればキリストも彼らから出たのです」（9:5）。パウロに

とってイスラエルが特別に神の民であることは否定し得ないものであり、イスラエルに与

えられた律法についても、「律法は聖なるものであり、掟も聖であり、正しく、そして善い

ものなのです。」（7:11）と言って憚らない。律法によってこそ罪が自覚されるところとなり、

「罪が増したところには、恵みはいっそう満ちあふれました。」という結果をもたらすのだ

ともされる。また、「ところが今や、律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証

されて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じ

る者すべてに与えられる神の義です。」（3:21-22）という言葉によって、人は律法を守って

いくという自分の努力や修練などで救われることはできないほどに汚れているのであるが、

神の恵みによって信仰によって無償で義にされることを述べており、つまり信仰義認論を

展開しているのである。しかし、ここにおいても、むしろ「律法と預言者によって立証さ

れて」という部分に注目せざるを得ない。今や神の義が示されたのだからもう律法など一

顧だにする価値なしだなどとは決して言われていないからである。 

 

4.5. エルサレム献金への奔走から読み取れること 

 「ところが今や、律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、神の義

が示されました。」（3:21）の「今や」という言葉だが、この今は「カイロス」すなわち、計

測可能な時間というよりも、この具体的状況の今、その人が現在置かれているかけがえの

ない状況にある「今、ここ」に根ざしている時機なのである。だからわたしたちはこの文

を読むとき、ローマへ手紙を書いているというパウロの「今」の状況も顧みないわけには

いかないだろう。ローマ書は、パウロが第 3 回宣教旅行の途中に長期滞在していたコリン

トにおいて執筆されたとされている12。そのころのパウロは、滞在中のコリントの教会にお

けるさまざまな問題に対処するのみでなく、ガラテヤの教会で発生した問題に心を痛めて

 
12 和田幹夫『聖パウロ その心の遍歴』（女子パウロ会、1996 年）、240 頁参照。 
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書簡を送ったりしていたが、なお一方では、エルサレム教会への献金問題に心を砕いてい

たのである13。間近な終末の到来を信じていたパウロである14。終末までに一人でも多くの

人に福音を告げ知らせたかった。「すべての異邦人を信仰による従順へと導く」（1:5）ため

の時間は限られていた。優先順位をつけるならば、ただちにローマに直行すべきではなか

ったか。しかしどうしてもパウロはエルサレムに行かなくてはならなかった。どんな危険

が待ち受けていたとしても、である。むしろ異邦人には、「兄弟たち、自分を賢い者とうぬ

ぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち、一部の

イスラエル人がかたくなになったのは、異邦人全体が救いに達するまでであり、こうして

全イスラエルが救われるということです」（11:25-26）と言って戒めているのである。ここ

からもパウロがどれほどユダヤ人を、そして律法を尊重していたかが伺えるだろう。パウ

ロにとってエルサレムを切り捨てにするようなことは文字通りキリスト教を「台無し」に

してしまうことであった。しかも、本論文で論証していくパウロの万民救済思想から言っ

ても、ユダヤ人だけが救われないなどということはパウロの信じる神の御心ではありえな

いのである。いずれにせよ、パウロがユダヤ教、律法というものを無視すべきものだとし

ていないどころか、極めて高く評価していることを見失うのは致命的な誤りである。パウ

ロははっきりと律法を実行するものが義とされること、「律法義認」を説いているのである

（ローマ 2:13 参照）。 

 

4.6. 律法の易行性 

ではやはり、パウロの神学は民族宗教ユダヤ教から抜け出せない非普遍的なものにとど

まると判断せざるを得ないのだろうか。そうではない。なぜパウロが律法を高く評価して

いるのかを考えなくてはならない。それは律法が誰にでも実行できる「易行」に通じるか

らである。 

ときに律法主義は非難されがちである。たとえば八木誠一はイエスも律法主義を非難し

たのだとして、それは律法が宗教的実存の根源を言い表わすことができない「伝達の言葉」

によって定義し禁じ命じているからだという。 

 

人は伝達の文を知識として所有することができる。ユダヤ人は『知識と真理の形

を律法において所有』したのである（ローマ 2･20）。人はここで定められている行為

の形を、その根源を等閑に付したまま、守り実現することができることになる。そ

して律法主義的人間は、これを神の意志の実行と誤解して自らの行を眺め誇ること

ができるのだ（ルカ 18:9-14 参照）。15 

 

 
13 パウロがいかにエルサレムへの献金を重要視していたかについては、佐竹明『使徒パウ

ロ 伝道にかけた生涯』（NHK ブックス、1981 年）の、特に結語（230-235 頁）参照。 
14 田川建三『キリスト教思想への招待』（勁草書房、2004 年）、250 頁参照。 
15 八木誠一『増補イエスと現代』（平凡社、2005 年）、91 頁。 
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こうして八木は伝達の言葉、すなわち万人に理解しうる言葉、によって書かれている律

法は宗教的実存の根源を等閑に付すものだとして批判するのだが、しかしこれを逆に考え

ると、律法とは誰でもが実行できる「易行」であるということだ。たとえ実際には、雪達

磨式に規定が増え続けてトラック一杯分の膨大なタルムードと成り果てて16、その遵守が一

般の人間にはとうてい困難なものとなっていたにしても、原理的には誰もが何をすればよ

いのかが理解できる言葉で書かれているからである。悟りを開く能力を持っている霊的エ

リートのみが救われるのだという性質とは正反対のものなのである。パウロは律法のこの

「長所」を高く評価しているのである。 

 

4.7. 洗礼の絶対的有効性を強調するパウロ 

パウロはこの律法の長所を大切に守りたかった。だからこそ信仰義認と言いながらも、

洗礼を重視した。もし「信仰のみ」だというのなら、洗礼など無くたっていいはずなのだ

が、そんなことをしたら信仰も元も子も無くなってしまうことをパウロは知っていた。 

 

    あなたがたは知らないのですか。キリスト・イエスに結ばれるために洗礼を受け

たわたしたちが皆、またその死にあずかるために洗礼を受けたことを。わたしたち

は洗礼によってキリストと共に葬られ、その死にあずかるものとなりました。（ロー

マ 6:3-4） 

 

 パウロは信仰のみあれば洗礼を受けることなど不要だなどとは決して言っていない。反

対に「わたしたちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死にあずかるものとなりま

した。（συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματοϚ εἰϚ τὸν θάνατον,）」という。わたしたちが

洗礼によってキリストと共に葬られたことがアオリスト形で断定されているのである。洗

礼の絶対的有効性、事効的有効性が示されているといってもよい。この後には力強い断定

調の文章が続いていく。すなわち「わたしたちは新しい命に生きる」（4 節）、「キリストの

復活の姿にあやかる」（5 節）、「もはや罪の奴隷とならない」（6 節）、「キリストと共に生き

る」（7 節）などである。これらが洗礼の結果として必然的にもたらされるということが示

されていることは文脈から明らかであろう。 

 

4.8．復活の起源についての問題 

 なお、ここで念のために確認しておくが、この章の冒頭で言及したフィッツマイヤーの

指摘にもあるように、洗礼はパウロ以前の原始教団に起因するものである。だから筆者が

律法に代わるものとしてパウロがキリスト教洗礼を案出したのだなどと考えているわけで

もちろんない。洗礼がどのように始まったのかということは、基本的に本論文の議論の範

囲外の問題である。ただ、筆者はキリスト教洗礼の起源に関して、E.シュリンクの次のよ

 
16 井上洋治『新約聖書のこころ 愛を見つける』（潮文社、2008 年）、83-102 頁参照。 
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うな立場に同意している。 

 

    イエスの復活の使信の成立のごとく、キリスト教洗礼の成立もまた、史的確定の

圏外にある。原始教団に復活の使信と洗礼習慣があったということは史的に確定す

ることができるが、復活そのものや復活者の言葉は史的には確定できない。イエス・

キリストによる洗礼の指示は、ただ信じることができるだけである17。 

 

 パウロは、復活のキリストによって指示され、パウロ以前の原始教団がその指示に従っ

て執行していた洗礼の長所を最大限に尊重したということである。なお、筆者は、本論文

全体で論証しているようにパウロが洗礼や聖体を重視したこと自体についても、パウロ自

身が出会った復活のキリストからの啓示によるものであって、パウロの人間的頭脳によっ

て捻り出された「洗礼解釈」「聖体解釈」などではないと確信しているのであるが、もとよ

り個人に示された啓示内容については論証できるような事柄ではない。しかし、本論文の

作業のように、いかにパウロが洗礼や聖体を重要視していたかを書簡を読みながら追跡し

ていくことによって、パウロが洗礼や聖体について啓示を受けたのだろうということを推

定していくことは十分可能であると考えている。 

 

4.9. 人間における信行不二を知悉していたパウロ 

さて、K・ワルケンホーストは、「みことばが神の力であるということは、もちろんパウ

ロ時代のユダヤ人によっても教えられていたが、彼らはみことばを福音としてではなく、

律法として受け取った。（中略）この解釈の中で、『律法』よりも上の『信仰』は出てこな

いが、結局律法の実現の中に信仰が含まれている
．．．．．．．．．．．．．．．．．

と考えられていた。」18（傍点筆者）とし、

パウロはキリストを必要としないそのような理解に対して反対したという視点から解釈し

ているが、筆者はむしろ、律法主義の「律法の実現の中に信仰が含まれている」という特

色をパウロは高く評価して自分の信仰義認論の中へ昇華していったのだと考える。ユダヤ

教における「律法遵守」がパウロにおいては「洗礼」になったというわけである。 

 そもそも「信仰のみ」などと言うのは易しいが、霊的弱者にとって信仰とは一体なんで

あるのかわからないのである。法然上人は信不退（阿弥陀仏の本願への信仰のみで不退転

位が得られる）であって行不退（信仰だけでなく念仏の行も必要）ではないとの考えであ

ったが、自分自身も熱心に念仏を称えたし、信仰さえあれば念仏など称えなくていいのだ

などとは決して言わなかった。霊的弱者ならずとも行なき信など、ごく一部の霊的エリー

ト以外には不可能な話であろう。法然上人言うところの「信行不二」である19。そのような、

信行不可分である人間の本質に通じていたパウロだったから律法主義の持つ優位点をきち

 
17 エドムント・シュリンク『洗礼論概説』（宍戸達訳、新教出版社、1988 年）、48 頁。 
18 K・ワルケンホースト『信仰と心の割礼 ロマ書の解釈 1-4 章』（1978 年、中央出版社）、

118 頁。 
19 倉田百三『法然と親鸞の信仰（下）』（講談社学術文庫、1977 年）、42-50 頁参照。 



57 

んと理解できたのである。 

 

4.10. 律法の真の価値が洗礼として表現される 

 パウロにおける律法と洗礼との関係を考える際にぜひ注目しておきたいのが、3 章 31 節

の「律法を確立する」という言葉である。「確立する」は原語では ἵστημι であり、これはフ

ランシスコ会訳のように「律法に真の価値を与える」と訳すこともできるのであるが、そ

れでは律法の真の価値とは何だろう。パウロはこれに続く４節でアブラハムの範をもって

律法と信仰について述べていく。パウロは「アブラハムは神を信じた。それが、彼の義と

認められた。」という創世記 15:6 を引用して、アブラハムが律法とは無関係に信仰によって

義とされたことを説明していく。注意しなくてはいけないのは、信仰とひきかえに義とさ

れるという取引関係が言われているのではなく、「『信仰』は人間が神によって正しい者と

されるための契機（決定的要因）ではあるが、人間が神との正しい関係に入れられるのは、

神の無償の恵みによるのである」20ということが言われている点だ。すなわち義とされるの

は、結局のところ、律法の行いによってではないのはもちろん、信仰によってでもなく、

神の無償の恵みによってなのである。逆に考えると信仰でも行いでも義とされるというこ

とである。そうなると人間の側からすると、特に霊的弱者からすると、「信仰」などという

理解不能なものより「行い」という具体的なもののほうが神とのつながりを確認しやすく

有難いとも言い得る。そもそもアブラハムは信仰によって義とされたのであって、行いに

よって義とされたのではないとされるのだが、しかし、アブラハムの信仰とは何であった

か。それはアブラハムが生まれ故郷を旅立ったという行い、イサクを捧げるという行いに

ほかならないではないか。ようするにアブラハムにおいても信と行とは不可分だったので

ある。神を信じるとはどういうことなのかを理解しない民に、なすべきことを具体的に示

すという意味で律法には大いに意味がある。そして「律法の実行」と「信仰」が一つのこ

とであるという考え方においては、霊的な差別など存在し得ない。悟りの有無や霊性の優

劣などと無関係に、救われたい人は決められたことをその通りに実行すればいいのだから。

この考え方はカトリック教会の、特に秘跡制度として脈々と受け継がれていくところのも

のであろうが、この発想の優位性と必要性をパウロは鋭く見抜いていたわけだ。これでパ

ウロが「わたしたちは信仰によって、律法を無にするのか。決してそうではない。むしろ

律法を確立するのです。」（3:31）と言う意味がわかるだろう。パウロは一方では「信行不二」

の律法主義が霊的弱者救済にとって不可欠な長所であることを活かそうとし、一方ではそ

の律法があまりにも実行困難なものとなってしまっていることを危惧して「易行化」をは

かった。易行化という点については本論文第 8 章で詳しく述べる。こうしてパウロは律法

を洗礼に置き換えたのである。つまりパウロは「洗礼=信仰」というとらえ方をしているの

である。 

 

 
20 フランシスコ会訳『新約聖書』（サンパウロ、1995 年版）、533 頁脚注(2)。 
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4.11. ローマ書における「洗礼」への言及について 

 以上、パウロが信仰義認論を展開していたとしても、その信仰とは行いのことであって、

そしてその行いとは洗礼であることを論証してきた。次にその洗礼がいかに深く聖霊、さ

らに教会と結ばれて考えられているかをみていきたいのだが、そのためにもまずは、読者

が抱いているであろう疑問点を解消しておきたい。それは、ローマ書が洗礼を重要視して

いるなどと言うが、ローマ書に「洗礼」という言葉がたった一箇所しか出てこないのはど

ういうことだ、という疑問に対してである。確かにローマ書において洗礼という言葉が登

場するのは次の箇所のみである。 

 

    あながたがは知らないのですか。キリスト・イエスに結ばれるために洗礼を受け

たわたしたちが皆、またその死にあずかるために洗礼を受けたことを。わたしたち

は洗礼によってキリストと共に葬られ、その死にあずかるものとなりました。それ

は、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、わたした

ちも新しい命に生きるためなのです。（ローマ 6:3-4） 

 

 すなわち、パウロにおいては、「洗礼」とは「キリストの死と復活に与ること」なのであ

る。だから、ローマ書において「キリストに結ばれている」という表現が出た場合、それ

は明らかに「洗礼を受けている」というのと同義であるわけだ。はたして、ローマ書の「中

心であり頂点」21とされる８章は次の表現を持って始まっている。 

 

   キリスト・イエスに結ばれている者は、罪に定められることはありません。キリ

スト・イエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを解放

したからです。（ローマ 8:1-2） 

 

この箇所における「キリストに結ばれている者」というのはパウロ神学的に考えても、

文脈から判断したとしても、キリストの贖罪死とその復活に与る者の意味であるのにちが

いなく、要するに「洗礼を受けている者」なのである。 

 

4.12. 洗礼と聖霊 

だから、フランシスコ会訳新約聖書の注解に「８章は本書簡の中心であり、頂点であっ

て、聖霊に関する深遠な教理を含んでいる。すなわち、キリスト者の心には神の愛の賜物

として聖霊が宿り、キリスト者の新しいいのちとなっていることを教えている」22とあるよ

うに、８章のテーマは聖霊の恵みについてなのだが、聖霊の恵みを豊かに受けることとな

るのは、洗礼を受けることによってなのである。「神の霊があなたがたの内に宿っているか

 
21 フランシスコ会訳『新約聖書』、545 頁脚注(1)。 
22 同上。 
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ぎり、あなたがたは、肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者は、キ

リストに属していません。」（8:9）とあるが、洗礼を受けているということは「キリストに

属している」ことと同義であるのだから、洗礼を受けた人々の内には神の霊が宿っている

わけである。このようにパウロは洗礼と聖霊とを不可分のものと考えている。だから、聖

霊とは信仰の賜物であるということは、聖霊とは洗礼の賜物であるということと同じであ

る。本論文の主人公は霊的弱者なのであるが、霊的弱者にとっては、「信仰」が何のことだ

か分からない以上に、「聖霊」が何のことなのかは、なおさら分からない。パウロは、その

ような人に対して、「たとえ喜びにあふれるような境地に無縁だとしても、洗礼を受けてい

る人には無条件に聖霊が豊かに満ちているのですよ」と言いたいのだ。 

 

4.13. 洗礼と教会 

さて、パウロが「信仰のみ」と言いつつも洗礼という行い（それは「易行」である。）を

重視し、いわば「信仰イコール洗礼」という図式、さらに「“洗礼を受けている”イコール

“聖霊に満たされている”」という図式を成立させており、そこには霊的弱者救済への強い

信念が背景にあることを見てきたが、次に教会という角度からパウロの「信仰」観につい

て考えて見たい。ローマ書の 12 章から 15 章には、キリスト者がどのように生きるべきか

についての勧告がのべられているのだが、12 章序盤部を少し引用してみたい。 

 

    わたしに与えられた恵みによって、あなたがた一人一人に言います。自分を過大

に評価してはなりません。むしろ、神が各自に分け与えてくださった信仰の度合い

に応じて慎み深く評価すべきです。というのは、わたしたちの一つの体は多くの部

分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、わたした

ちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形づくっており、各自は互いに部

分なのです。（ローマ 12:3-5） 

 

 パウロにおける信仰と教会の関連性を考えるとき、ここに登場する「信仰の度合い」と

いう表現は極めて注目すべきである。原語だと μέτρον で、「尺度」「測量用の竿」「桝」など

の意味である。だからパウロは信仰には大、中、小などの差があってしかるべきであると

考えているのである。岩波訳（青野太潮訳）の「神が各自に信仰の尺度を分け与えられた」

23という表現だとさらに分かりやすいのだが、信仰の大きさが人によって違うのは神ご自身

の御心に由来しており、全員にいわゆる「完全な信仰」などが求められているのではなく、

信仰が小さいのも一つの役割であり召命であるという認識が読み取れる。教会には異言や

預言や使徒的諸活動をもって華々しく信仰を表している人もいれば、一方でかろうじてた

まにミサに参加する程度の人や、洗礼を受けているだけで幽霊信者になっている人もいる。

 
23  新約聖書翻訳委員会訳『新約聖書Ⅳパウロ書簡』（青野太潮訳、岩波書店、1996 年）、

44 頁。 
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しかしそれは、そのような尺度において信仰を持っているということが教会全体の中にお

けるその人の役割、カリスマだということである。このへんにパウロの教会論が躍如して

いる。キリストに結ばれて一つの体であるところの教会に、大きな信仰もあれば小さな信

仰もある。どちらが優れているということではなく、どちらも大切でかけがえのない役割

なのである。信仰の尺度（または度合い）という言葉でパウロはこのようなことを言いあ

らわしている。完全に悟りを開いたような信仰、不退転位に到達したような信仰、そのよ

うな信仰こそ本物だ、などというのではなく、洗礼を受けただけのような信仰も立派な信

仰であり、むしろその信仰が大きくなっていないのは、それがキリストの体であるところ

の教会におけるその人のその時点における役割であるというとらえ方である。わたしたち

は、ある人が教会に行き洗礼を受けるということは、それだけで最低限の信仰を立派に示

しているという事実を忘れてはなるまい。わかりやすいように「最低限」と言ったが、そ

れはレベルが低くて発達の余地があり発達すべきだなどということではない。その人が「最

低限の信仰」であることがある時点における大切な役割なのである。それがその人の信仰

の尺度なのである。ここにおいては、教会全体で信仰が全うされるというとらえ方がなさ

れており、各自はいわばその「部分的信仰」を担っているのである（Ⅰコリント書 12 章参

照）。信者同士でお互いの信仰のレベルの優劣を競うなどというのはナンセンスなことであ

る。「信仰は一つ」（エフェソ 4:5）であり、信仰の優劣を争うというような事態は同じパイ

を分け合うことにすぎない。まして他人に対して「お前の信仰は浅い」などと言っていい

ものではない。霊的熱狂や恍惚感を信仰の恵みとして与えられる人もいるだろう。しかし、

「賜物は、個々人の霊的熱狂に限られず、信仰の全領域、特に教会生活と深く結合してい

る。個々人の熱狂と誇りはむしろ教会に無秩序と弱い者たちへの無配慮を生み出す」24であ

ろう。霊的熱狂などとは少しも無縁な霊的弱者も、洗礼という教会の儀式に与るだけで、

もうすでに信仰を持っていることになるというとらえ方こそパウロが信じていたものなの

である。そして、さきにも見たように、洗礼を受けることによって聖霊の恵みが豊かに受

けられることがローマ書８章にしるされているのだったが、その洗礼というのは教会で執

行されるものに他ならない。教会で行なわれる洗礼に与ることによってその人は聖霊に満

たされるところとなり信仰に与るところとなるのである。その人の霊的な資質やスピリチ

ュアルなセンスなど何ら問題とされないで、教会で正当に秘跡が執行されることのみが唯

一のことがらなのである。このあたりの事情、すなわち教会制度や組織をパウロがどれほ

ど大切に考えていたかということについては、後の第 6 章でⅠコリント書を中心に見なが

らくわしく述べていくし、教会と易行との関係については第 8 章で述べる。 

 

4.14. 諸宗教間対話の時代における洗礼の問題 

 以上本章では、主にローマ書に基づき、パウロにおいては洗礼という儀式が霊的弱者救

 
24 高橋敬基「ローマの信徒への手紙」（『新共同訳 新約聖書注解Ⅱ』、日本キリスト教団

出版局、1991 年、15-71 頁に所収）、56 頁。 
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済すなわちスピリチュアル・ディバイド克服という視点において理解され重視されてきた

事情を考察してきた。そのことをおさえておけば、諸宗教間対話が重要な今日において、

キリスト者が「洗礼を受けていない者は地獄におちる」などと言っていらぬ混乱を巻き起

こす必要はないのでななかろうか。上述してきたように洗礼の真価は、「洗礼を受ければ必

ず救われる」と言えるところにあるのであり、「洗礼を受けないと救われない」などと言わ

なくてはいけない根拠も必要性もないはずである。「洗礼を受ける=救われる」から「洗礼

を受けない=救われない」を導き出さないと気が済まないというのは、典型的な形式論理の

言葉の世界であって、筆者は宗教的実存の世界においてまで形式論理の言葉を適用させよ

うとする姿勢の過ちについて本論文第 7 章にて指摘していく。霊的体験も救いの実感もな

くて迷っている霊的弱者が教会にやってきて「どうすればよいのですか」と問うた時に「洗

礼を受ければいいのですよ」と言えればいいのである。洗礼のような信仰の形式化は霊的

弱者救済のために絶対不可欠のものであるということが忘れ去られると困ったことになる。

たとえば増田祐志は現代日本における洗礼の意義と限界について考察しながらこんなこと

を言う。「洗礼を受けてもその生活が非キリスト教的ということもありえる。その場合、そ

の人の洗礼に何の意味があるのか。むしろ、イエスが説いた隣人愛の実践こそが、キリス

ト者の証としてふさわしいのではないか」25。ここでは隣人愛の実践がないならば洗礼など

無意味ではないかということがほのめかされている。ときに、ツヴィングリは「私は思う。

聖餐は行動のみにある」とまで言い切り、その倫理的行動主義はあまりにもサクラメント

を軽視しすぎていると、プロテスタントの中からさえも批判が上がっていた26。しかしここ

ではカトリック神学者の増田がツヴィングリも恐れ入るようなことを言ってのけているの

である。このような事態が生じてしまうのは、洗礼の絶対化ということがスピリチュアル・

ディバイドを決定的に打ち砕くものであり、洗礼のような形式を絶対化するという方法以

外だと信仰がたやすく霊的エリート主義に陥ってしまう危険があるのだという事情がなお

ざりにされた結果であろう。本論文で主張しているとおり、洗礼の絶対化の原点は霊的弱

者救済にある。洗礼の絶対化はスピリチュアル・ディバイド解消への唯一の答えであった

のだ。これに対して、洗礼を相対化すると、神秘的体験が不可欠だ、隣人愛の実践も必要

だ、等々ということになり、霊的エリート主義や行為義認主義といった危険性がすぐに頭

をもたげてくる。そうなると霊的弱者が排除されていき、スピリチュアル・ディバイドが

構築されてしまうのである。増田は「洗礼にはどうしても受洗・未洗という境界線の役割

があり、その意味で排他性を有するのである。」27と、その排他性の弊害のみに目を向けて

しまい、洗礼制度の限界性を指摘してみせるのだが、洗礼が霊的エリートだろうと霊的弱

者だろうと誰にでも開かれているという普遍性、開放性にこそ目を向けるべきなのである。

 
25 増田祐志「洗礼と教会」（『洗礼と水のシンボリズム――神の国のイニシエーション』、

上智大学キリスト教文化研究所編、リトン、2008 年、131-162 頁に所収）、158 頁。 
26 『なぜ未受洗者の陪餐は許されないのか 神の恵みの手段としての洗礼と聖餐』、60-68

頁。 
27 「洗礼と教会」、157-158 頁。  
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伝統的な教会の見解として「洗礼=救い」「洗礼拒否=滅び」という定式があったことは事実

だが、洗礼がスピリチュアル・ディバイド打開の答えであったという立場からすれば、「洗

礼=救い」だけが言われればよいのであり、「洗礼拒否=滅び」を言う必要などまったくない。

だから、増田が「洗礼拒否=滅び」という判定を何とか改めなくてはならないと躍起になる

のは理解できるが、もともとの判定そのものを無にすればよいだけなのだ。それなのに増

田が「洗礼拒否=滅び」ということを覆そうとするあまり、非キリスト教的な生活をしてい

るようなら洗礼など無意味ではないか、とまで言ってしまったのは残念である。本論文で

述べているように、スピリチュアル・ディバイド解消による万民の普遍的救済への情熱こ

そがカトリック教会を支え続けているものであり、その屋台骨が秘跡なのである。そして

その根幹が洗礼である。「無意味な洗礼」というのは文字通り「恐ろしい」形容矛盾なのだ。

「無意味な洗礼」の存在をたった一つでも認めてしまった時点でカトリック教会が最も大

切にしてきた普遍的万民救済思想が崩壊してしまうからである。 


